
証券コード 6567
2023年８月９日

株　主　各　位
大 阪 市 北 区 堂 島 一 丁 目 ５ 番 1 7 号

株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス
代表取締役社長 若 濵 　 久

１．日 時 2023年８月28日（月曜日）午前10時00分（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 大阪市北区堂島一丁目５番17号

堂島グランドビル８階　当社大会議室
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第７期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第７期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）計算書類報告の件

第７回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第７回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上
げます。
　本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書面を除く）の内容である情報（電子提供措置
事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、「IR情
報」「株主総会」の順に選択して、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　当社ウェブサイト　https://www.serio-holdings.co.jp/

　電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっておりま
す。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスの上、「銘柄名（会社名）」
に「ＳＥＲＩＯホールディングス」又は証券「コード」に「6567」（半角）を入力・検索し、「基本
情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2023年８月25日（金曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げ
ます。

敬　具

記
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員を除く）５名選任の件

４．議決権行使等についてのご案内
（１）交付書面から一部記載を省略している事項

本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記
載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきまして
は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
①　事業報告書の「株式の状況」、「新株予約権等の状況」及び「業務の適正を確保するた

めの体制及び当該体制の運用状況」
②　連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
③　計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査等委
員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

（２）議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い
各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いい

たします。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

◎その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.serio-holdings.co.jp/）に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜

　最新情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。

＜本年の株主総会の運営について＞
　ご来場される株主様の感染防止策としてのマスク着用につきましては、株主様個人のご判断とさ
せていただきます。なお、発熱、咳等の症状がある方はご来場をお控えくださいますようお願い申
し上げます。
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( 2022年６月１日から
2023年５月31日まで )

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（2022年６月１日から2023年５月31日まで）における当社グループを取り巻く事業環

境においては、上半期において新型コロナウイルス感染症の影響が続くなか、行動制限緩和による社会

経済活動正常化の傾向がみられる一方で、期を通して原材料価格及びエネルギー価格の高騰等が重な

り、先行きは不透明な状況が続きました。こどもと家庭を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症

を背景とした婚姻数の減少、少子化の加速など、めまぐるしく変化しております。2023年４月に「こど

も家庭庁」が発足し、2023年６月には少子化対策実現のための「こども未来戦略方針」案が政府から出

され、こどもの視点・子育て当事者の視点に立った政策の充実が期待されます。

このような状況の中、当社グループは、働きながら育児と両立できる環境をより多くの方に提供でき

るよう雇用の創出に取り組んでまいりました。放課後・保育両事業においては、子育て需要の高い地域

における施設数拡大に対応するため運営体制の強化を継続しております。

売上高においては、2023年４月に放課後事業で新規開設した施設及び既存施設において１施設あたり

の利用児童数が増加したことに加え、保育事業においても2023年４月に新規開設した施設及び既存施設

で積極的な園児受入れが大きく寄与し増収となりました。放課後事業及び保育事業では増収増益となっ

たものの、就労支援事業における前年の大型案件の剥落、上半期の新型コロナウイルス感染症の影響等

による売上減により連結合計では減益となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は9,792,182千円（前期比7.2％増）、営業利益は204,615千円

（同12.5％減）、経常利益は210,260千円（同22.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は136,651千

円（同21.3％減）となりました。
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セグメントごとの経営成績の概要は次のとおりであります。

ａ．就労支援事業

就労支援事業につきましては、「仕事と家庭の両立応援企業」としてより多くの女性へライフステー

ジにあわせた働き方を提供するため、様々な業種の企業に対し人材の適正配置によるコストダウンを可

能とする人材支援の提案を行っております。

売上高においては、前年の大型案件の剥落に加え、上半期における新型コロナウイルス感染症の影響

により、コールセンター業務従事者の欠勤が多数発生し稼働時間数が減少したこと等により減収となり

ました。利益面においては、減収の影響により減益となりましたが、中期経営計画の達成に向け、利益

体質を強化すべく、採算に課題のあった保育士等の福祉人材紹介事業から撤退いたしました。

以上の結果、就労支援事業の売上高は2,480,247千円（前期比8.0％減）、セグメント利益は58,584千

円（同40.6％減）となりました。

ｂ．放課後事業

放課後事業につきましては、2023年５月より新型コロナウイルス感染症の５類移行により通常の運営

となり、コロナ禍に見られた利用控えについても明確な回復傾向にあります。引き続き安心安全な運営

に努め、こどもたちが安心して「明日も来たい」と思える施設運営を目指してまいります。全国の待機

児童数は増加傾向にあり、子育て環境の整備が急務となっております。

このような状況の中、当社グループは下表のとおり、2023年４月に新規施設26施設を開設いたしまし

た。そのうち新たに２つの自治体から運営受託し、展開エリアの拡大が進みました。一方、契約期間終

了などにより６施設の閉校があり、20施設の純増となりました。これにより、当社グループが運営する

放課後施設は、公立（地方自治体からの委託）155施設、私立小学校アフタースクール９施設となり、合

計164施設となりました。

売上高においては、新規開設及び既存施設における利用児童数増加分の売上が寄与し増収となりまし

た。利益面においても、増収効果により増益となりました。

以上の結果、放課後事業の売上高は3,036,105千円（前期比7.5％増）、セグメント利益は132,518千円

（同16.2％増）となりました。
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施設名称 所在地 開設年月 運営形態

浅草こどもクラブ 東京都台東区 2023年4月 公設放課後事業

浅草小学校放課後子供教室 東京都台東区 2023年4月 公設放課後事業

小石川育成室 東京都文京区 2023年4月 公設放課後事業

茗荷谷育成室 東京都文京区 2023年4月 公設放課後事業

鹿浜未来学童保育室 東京都足立区 2023年4月 公設放課後事業

関町北小ねりっこクラブ 東京都練馬区 2023年4月 公設放課後事業

大高北小学校トワイライトルーム 名古屋市緑区 2023年4月 公設放課後事業

加茂野児童館 岐阜県美濃加茂市 2023年4月 公設放課後事業

枚方第二小学校総合型放課後事業 大阪府枚方市 2023年4月 公設放課後事業

蹉跎西小学校総合型放課後事業 大阪府枚方市 2023年4月 公設放課後事業

東香里小学校総合型放課後事業 大阪府枚方市 2023年4月 公設放課後事業

開成小学校総合型放課後事業 大阪府枚方市 2023年4月 公設放課後事業

香陽小学校総合型放課後事業 大阪府枚方市 2023年4月 公設放課後事業

三国丘小学校のびのびルーム/放課後ルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

榎小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

大仙小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

神石小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

錦小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

熊野小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

八下西小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

白鷺小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

日置荘西小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

登美丘東小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

野田小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

登美丘南小学校のびのびルーム 大阪府堺市 2023年4月 公設放課後事業

西灘っ子のびのびひろば 神戸市灘区 2023年4月 公設放課後事業

(当連結会計年度に新たに開設した放課後施設)
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施設名称 所在地 開設年月 運営形態

きらっ子ルームやつ 千葉県習志野市 2022年10月 地域子育て支援施設

トレジャーキッズおおたかのもり保育園 千葉県流山市 2023年４月 認可保育園

トレジャーキッズそめのい保育園 大阪府吹田市 2023年４月 認可保育園

トレジャーキッズいたみ保育園 兵庫県伊丹市 2023年４月 認可保育園

加茂野保育園 岐阜県美濃加茂市 2023年４月 指定管理

エンジェルキッズ鴨宮園 神奈川県小田原市 2023年４月 小規模認可保育園

エンジェルキッズ豊川園 愛知県豊川市 2023年４月 事業所内保育所

ぎふっこ保育園 岐阜県岐阜市 2023年４月 事業所内保育所

ｃ．保育事業

保育事業につきましては、上半期は新型コロナウイルス感染症拡大により一部の施設において一時的

な休園やクラス閉鎖を余儀なくされる状況がありましたが、施設運営は本来の姿を取り戻しつつありま

す。全国の待機児童数は少子化の加速もあり、減少傾向にありますが、女性の就業率上昇を背景として

都市部を中心に底堅い需要は続く見込みです。

このような状況の中、下表のとおり、2023年４月に新たに認可保育園３施設、小規模認可保育園１施

設、事業所内保育所２施設、指定管理１施設、計７施設を開設いたしました。また2022年10月に地域子

育て支援施設１施設を開設しております。これにより当社グループが運営する保育施設は、当連結会計

年度末現在、認可保育園30施設、小規模認可保育園12施設、企業主導型保育園３施設、事業所内保育所

２施設、地域子育て支援施設３施設となり、計50施設となりました。また、園庭芝生化事業を展開する

株式会社セリオガーデンの緑化事業は、期初計画どおり新規施工数が20施設となり、サービス開始から

３期目で初めて黒字化を達成いたしました。

売上高においては、待機児童の多い立地での新規開設により開園時募集での園児数が増加したことに

加えて、既存園の体制強化により、園児数が増加したため増収となりました。利益面においても、増収

効果により増益となりました。

以上の結果、保育事業の売上高は4,275,830千円（前期比18.4％増）、セグメント利益は195,077千円

（同12.9％増）となりました。

（当連結会計年度に新たに開設した保育施設）
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事 業 区 分

第６期
（2022年５月期）

第７期
（2023年５月期）

（当連結会計年度）
前連結会計年度比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

就 労 支 援 事 業 2,694,944千円 29.5％ 2,480,247千円 25.3％ △214,696千円 △8.0％

放 課 後 事 業 2,824,582 30.9 3,036,105 31.0 211,522 7.5

保 育 事 業 3,610,665 39.5 4,275,830 43.7 665,164 18.4

調 整 額 653 0.0 － － △653 △100.0

合　　　 計 9,130,846 100.0 9,792,182 100.0 661,336 7.2

会社名 施設名称 運営形態 所在地 投資金額

株式会社セリオ

トレジャーキッズそめのい保育園 認可保育園 大阪府吹田市 91,218

トレジャーキッズいたみ保育園 認可保育園 兵庫県伊丹市 104,567

トレジャーキッズおおたかのもり保育園 認可保育園 千葉県流山市 43,615

エンジェルキッズ鴨宮園 小規模認可保育園 神奈川県小田原市 8,368

エンジェルキッズ豊川園 事業所内保育所 愛知県豊川市 30,499

事業別売上高

② 設備投資の状況

当連結会計年度において放課後事業2,313千円、保育事業327,615千円等、合計で無形固定資産を含め

て329,929千円を設備投資として実施いたしました。

主な設備投資として、保育事業における下記５園の保育園開設のための設備投資であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

(単位：千円）

③ 資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。
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区　　分
第４期

（2020年５月期）
第５期

（2021年５月期）
第６期

（2022年５月期）

第７期
（当連結会計年度）
（2023年５月期）

売上高（千円） 6,948,846 8,218,529 9,130,846 9,792,182

経常利益（千円） 167,799 344,817 272,202 210,260

親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

101,059 223,674 173,532 136,651

１株当たり当期純利益（円） 15.97 35.34 27.47 21.62

総資産（千円） 3,906,892 4,495,676 4,627,539 5,002,837

純資産（千円） 1,727,087 1,931,774 2,062,190 2,154,597

１株当たり純資産額（円） 272.87 305.21 326.26 341.00

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第４期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定して

おります。

区　　分
第４期

（2020年５月期）
第５期

（2021年５月期）
第６期

（2022年５月期）

第７期
（当事業年度）
（2023年５月期）

売上高（千円） 416,930 435,797 488,567 516,218

経常利益（千円） 73,011 142,948 184,168 181,671

当期純利益（千円） 41,750 95,805 123,446 121,302

１株当たり当期純利益（円） 6.60 15.14 19.54 19.19

総資産（千円） 1,729,614 1,811,272 1,887,253 1,983,337

純資産（千円） 1,633,309 1,710,126 1,782,815 1,859,872

１株当たり純資産額（円） 258.05 270.19 282.06 294.36

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第４期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定して

おります。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 セ リ オ 10,000千円 100.0％ 就労支援事業、放課後事業、保育事業

株式会社セリオガーデン 1,000
100.0
(100.0)

造園及び緑化事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）当社の議決権比率欄の(　)内は、間接的な議決権比率を内数で記載しております。

(4) 対処すべき課題

① 経営方針
　当社グループは、「家族の笑顔があふれる幸せ創造カンパニー」をビジョンに掲げ、その具現化のた

め「仕事と家庭の両立応援」「未来を担う子どもたちの成長応援」を全従業員の使命とし、「子どもた

ち」「地域社会」「当社株主」「顧客」「従業員」「取引先」などステークホルダーとの信頼構築に努

め、共存共生を基軸とした経営展開を図り、企業価値の向上に取り組んでおります。

　当社グループは、目標値に対する進捗状況及び外部環境の変化に柔軟に対応するため、３カ年の中期

経営計画を毎期ローリング方式で策定しております。中期経営計画（2024～2026）において2026年５月

期の当社グループのありたい姿「関わる家族21万人の笑顔をつくる」を目指し、各種施策に取り組んで

まいります。中期経営計画の基本方針は、既存事業である就労支援事業、放課後事業、保育事業それぞ

れにおいて、新しいサービスや新しい地域への進出を行ってまいります。また、Ｍ＆Ａ、業務提携、新

規事業開発も検討しながら、多角経営を目指してまいります。以上により2026年５月期の目標値を連結

売上高137億円、連結営業利益766百万円といたしました。

経営理念

・私たちは、人間としての成長と、志を共にする仲間との信頼関係を大切にし、幸せな人生を追求しま

す

・私たちは、感謝の気持ちを持ち、人々に喜びを与えることを自らの喜びとし、社会に貢献します

・私たちは、情熱を持って一人ひとりが自発的に考動し、新しい価値の創造に挑戦します

② 中長期的な会社の経営戦略

ａ. 人材
　当社グループが持続的な成長を進めるためには、環境の変化に適切に対応し、安定した利益確保がで

きる企業体質の確立が経営の重要課題と認識しており、そのためには各事業にとって優秀な人材の育成

及び確保が不可欠であります。このため、従業員研修や管理職候補者研修などの階層別研修を充実させ

るとともに、環境の変化に対応した人事制度や適材適所の配置等により、士気の高揚や潜在能力が顕在
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化できるよう取り組んでまいります。当社グループでは国籍、性別、性的指向、年齢等様々な人材の多

様性を尊重し、社員一人ひとりの能力が最大限発揮される環境づくりを行い、管理職や役員においても

価値観や働き方のダイバーシティを推進することで優秀な人材を確保し、より効率的かつ多面的な観点

から企業価値向上に資するように努めてまいります。さらにワーク・ライフ・バランスの充実を目指

し、年間休日の増加、計画有給休暇の管理、子どもの看護休暇・介護休暇の有給化、時間単位の年次有

給休暇、積立有給休暇制度、カムバック制度の導入など、様々な従業員が働き続けやすい企業風土の醸

成に取り組んでまいります。

ｂ. 経営環境の変化への柔軟な対応と効率的な経営資源の活用
　当社グループの事業領域は多岐にわたっておりますが、それぞれの市場の動向にすばやく柔軟に対応

していくために、市場の状況や顧客のニーズを的確に把握し、競合に先んじた戦略を立案してまいりま

す。経営資源を適切に配分し、設備投資、事業提携、Ｍ＆Ａ、事業の撤退・縮小といった判断をタイム

リーに行ってまいります。

ｃ. 新たな事業
　企業収益を確保し、成長し続けるためには、既存事業の伸長はもとより、従来とは異なる事業並びに

既存事業のノウハウを活用した新規事業など、新たな事業を創出していくことが重要な課題と認識して

おります。そのためには社内リソースの活用だけではなく、外部リソースを活用することが重要と考え

ており、事業提携やＭ＆Ａ等のあらゆる可能性を追求してまいります。

③ 目標とする経営指標
　当社グループは、(4)対処すべき課題　① 経営方針　に記載のとおり、2026年５月期の経営指標とし

て目標値を連結売上高137億円、連結営業利益766百万円事業の成長に取り組んでまいります。また、配

当性向について、将来の事業展開や経営環境の変化などを勘案のうえ、20％を基本方針として安定配当

の継続に努めてまいります。

④ 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
　当社グループの事業環境に関わる政策として、政府は2023年６月に「こども未来戦略方針」案にて、

子ども・子育て政策の強化について具体的な施策を盛り込み、少子化対策の強化に取り組むことを定め

た閣議決定を行いました。

　このような状況の中、当社グループは、企業ミッションである「仕事と家庭の両立応援」「未来を担

う子どもたちの成長応援」の推進のため、中期経営計画に基づき、子育て世帯が多様な働き方を選択で

きる環境の提供を行ってまいります。

　就労支援事業においては「主婦の働きやすさNO.１を目指す」という中期目標のもと、働き方の多様化

を実現する就業形態を企業に提案し、新規顧客獲得を進めてまいります。放課後・保育両事業では規模

拡大に対応する運営体制の強化に取り組み、子どもたちが「明日も来たい」と思う放課後施設、保護者

の皆様に選んでいただける地域NO.１保育園を目指し、施設運営を行ってまいります。新規開設につきま

しては、認可保育園を５施設程度、放課後施設を12施設程度の開設を計画しております。これらを実現

するため、次の６項目を重点項目として取り組んでまいります。
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ａ. 多様なワークスタイルの提案
当社グループは、就労支援事業において、パートタイマー型勤務や一週間に２日もしくは３日の勤務

など、仕事と家庭の両立がしやすいワークスタイルを提案し、子育て中の家庭を中心とした潜在的な労

働力の労働市場への参加促進を行っております。当社グループの就労支援事業は、結婚、出産等を機に

離職した女性の「もう一度働きたい」、「家族との時間を大切にしたい」という想いを全力でサポート

します。

ｂ. 人材確保
当社グループが運営しております３事業ともに、事業拡大にあたって、人材の確保が急務であるた

め、新卒・中途ともに積極的に採用を行い、優秀な人材の確保に努めてまいります。雇用条件の改善に

とどまらず、勤務時間の柔軟性、働きやすい環境づくりに注力し定着率向上にも取り組んでまいりま

す。

ｃ. 人材育成の強化
当社グループが運営しております３事業ともに、安全で質の高いサービスを提供するために、人材育

成に取り組んでまいります。そのために、自治体主催の研修への参加、ｅラーニングや階層別研修等の

社内研修・勉強会などの研修カリキュラムの充実、各種研修等への参加率のアップを図ってまいりま

す。

ｄ. 保育園開園用不動産の確保
当社グループは、保育園を開園するにあたり、不動産所有者から土地や建物を賃借しておりますが、

自治体や保護者の要望に応えられる候補地を短期間で探し出す必要があります。そのために、不動産業

者や金融機関等と不動産情報を入手できるネットワークを構築してまいります。

ｅ. 放課後事業の収益構造の改善
当事業は公設民営事業であり、自治体による予算格差があるため、これに起因した拠点ごとに利益率

の差が存在しております。適切な利益が確保できる地域での新規開設及び既存自治体でのドミナント開

設を進めてまいります。また、それとあわせてＩＣＴ化の推進等により生産性の向上を図ることで、収

益構造を改善してまいります。

ｆ. コンプライアンス強化
当社グループが運営しております３事業ともに、関連法令諸規則の改正が多く、また多くの個人情報

を取り扱っております。法令遵守、改正された法令への対応、個人情報の適正な管理が事業継続の前提

条件と考えております。コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、コンプライアンス推進体制、

内部統制の整備・運用の徹底に取り組んでまいります。
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(5) 主要な事業内容（2023年５月31日現在）

　当社グループは、当社と連結子会社２社（株式会社セリオ、株式会社セリオガーデン）の３社により構
成されており、就労支援事業、放課後事業及び保育事業の３つの事業を展開しております。
　当社グループのセグメントに係わる位置付け及び関連は、次のとおりであります。

① 就労支援事業
　就労支援事業においては、「主婦の働きやすさ NO.１を目指す」という中期目標のもと、仕事と家庭
の両立を応援し、一人ひとりに合った働き方をサポートする事業を展開しております。東京・名古屋・
大阪・広島にオフィスを設置しており、主に首都圏・名古屋地区・関西・広島地区において営業活動を
行っております。当社グループでは、パートタイマー型勤務や一週間に２日もしくは３日の勤務など、
仕事と家庭が両立しやすいワークスタイルを提案し、子育て中の家庭を中心とした潜在的な労働力の労
働市場への参加促進を行っております。

　提供する就労支援事業は、人材派遣・業務委託契約・業務請負契約・人材紹介を中心とし、以下の分

野に対応しております。

　・オフィス業務　 … 営業事務、一般事務、経理事務、総務事務、金融事務、貿易事務、受付業

務、データ入力、事務的軽作業、ＯＡオペレータ、ＤＴＰオペレータ等

　・電話対応事務　 … インバウンド、アウトバウンド、各業種スーパーバイザー等

　・セールス業務　 … 接客・販売、法人営業、個人営業、セールスプロモーション等

　・軽作業業務　　 … 倉庫内軽作業、商品仕分け、検品、ピッキング作業等

　・在宅ワーク　　 … ＣＡＤ、設計プランナー、校正・編集・制作・ライター、ＨＰ更新等

② 放課後事業
　放課後事業におきましては、各自治体や私立小学校から各種放課後施設の運営を受託しております。
当社グループは、子どもたちが「明日も来たい」と思う放課後施設を目指し、様々な学びや遊びを通し
て、子どもたちが、安全で安心して過ごせる場を提供するとともに、未来に向けて子どもたちの「生き
る力」を育み、たくましく生きる子どもの成長を支援しております。
　当社グループは、運営する各種放課後施設を運営委託先の属性により、以下の２つに区分しておりま
す。それぞれの主な内容は以下のとおりであります。

ａ. 公設放課後事業

　放課後アフタースクールの運営実績を活かして、自治体より放課後施設の運営を受託しておりま

す。

ⅰ) 放課後子ども教室推進事業
　放課後子ども教室推進事業は、文部科学省が管轄する事業であります。地域の小学生を対象に、放
課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、子どもたちの安心・安全な活動拠点を設け、地域の
方々の参画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸術・地域交流などの取り組みを実施する事業であり
ます。自治体からの業務委託で運営を行っております。
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2022年５月31日現在 2023年５月31日現在

公設放課後事業 133 155

私立小学校アフタースクール事業 10 9

民間放課後アフタースクール事業 1 －

合　　計 144 164

ⅱ) 放課後児童健全育成事業
　放課後児童健全育成事業は、厚生労働省が管轄する事業であります。小学校に就学している児童の
うち、保護者が就労等の理由により日中に在宅していない児童を対象に、授業の終了後等に学内の余
裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るものであります。自治体
からの業務委託又は指定管理（注）で運営を行っております。

ⅲ) 放課後子ども総合プラン事業
　放課後子ども総合プラン事業は、前述したi)、ii)の両事業を組み合わせたものであります。全て
の児童の安心・安全な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事業を実施し、共働き家庭等の
児童を含めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログラムに参加できるものであります。自治体
からの業務委託で運営を行っております。

ⅳ) 児童館事業
　児童館事業は、０～18歳の子育て中の家庭や子どもに健全な遊びの場を提供して、その心身の健康
を増進し、情操を豊かにすることを目的とした児童福祉施設であります。自治体からの指定管理
(注）を含めた運営を行っております。
（注）指定管理：指定管理者制度の略。自治体より「管理代行」の指定により、公の施設の管理権限

指定を受けたものに委任する制度。

ｂ. 私立小学校アフタースクール事業
　当社グループは、「トレジャーキッズクラブ」という名称で私立小学校より放課後アフタースクー
ルの運営を受託しております。学校の方針・風土をベースに、ネイティブ社員による英語プログラム
の提供をはじめとして、学習・運動、芸術・文化・遊びの様々なプログラムを導入しております。

（運営施設数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：施設）
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2022年５月31日現在 2023年５月31日現在

認可保育事業 26 30

小規模認可保育事業 11 12

企業主導型保育事業 3 3

事業所内保育事業 － 2

地域子育て支援拠点等事業 2 3

合　　計 42 50

③ 保育事業
　保育事業においては、自治体からの認可を得て認可保育園と小規模認可保育園を運営しております。
　保護者の皆様に選んでいただける地域NO.１保育園を目指し、同じ保育士が同じ園児の食事、排泄、衣
服の着脱等を日々見守り、より細やかな対応を行う、一人ひとりに丁寧に寄り添う保育で、園児たちの
成長をサポートしております。また、自治体からの委託等を受けて地域子育て支援拠点等事業を運営し
ております。

ａ. 認可保育事業
　当社グループの認可保育事業は、「トレジャーキッズ保育園」という名称で運営しております。その
他、一時保育事業、延長保育事業、体調不良児対応型病児保育事業を行い、様々な保育ニーズに応える
運営をしております。自治体からの業務委託又は指定管理で運営を行っております。

ｂ. 小規模認可保育事業

　当社グループの小規模認可保育事業は、「エンジェルキッズ保育園」という名称で運営しておりま

す。

ｃ. 企業主導型保育事業
　当社グループの企業主導型保育事業は、内閣府の企業主導型保育事業助成対象施設であり、企業から
の業務委託により運営しております。

ｄ. 地域子育て支援拠点等事業
　当社グループの地域子育て支援拠点等事業は、主に在宅での子育てを行う親とその子どもを対象と
し、自治体からの業務委託又は指定管理により運営しております。

（保育園数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：施設）

　上記のとおり、当社グループでは、就労支援事業において、働きながら育児時間を大切にしたい女性
の就労支援を行うと同時に、放課後事業及び保育事業において、働く女性が安心して子どもを預けられ
る場所を提供することで、「就労」「育児」の両面から女性の活躍を支援しております。
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事 業 所 所在地

本 社 　大阪市北区

事 業 所 所在地

本 社 　大阪市北区

東 京 オ フ ィ ス 　東京都中央区

名 古 屋 オ フ ィ ス 　名古屋市中区

広 島 オ フ ィ ス 　広島市中区

堺 事 務 局 　堺市堺区

泉 佐 野 事 務 局 　大阪府泉佐野市

西 宮 事 務 局 　兵庫県西宮市

放 課 後 施 設 　164施設

保 育 園 　50施設

事 業 所 所在地

本 社 　大阪市北区

(6) 主要な営業所（2023年５月31日現在）

① 当社

② 株式会社セリオ

③ 株式会社セリオガーデン
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

就 労 支 援 事 業 64 （16）名 2名減 （2名減）

放 課 後 事 業 273 （1,966） 36名増 （149名増）

保 育 事 業 537 （507） 47名増 （84名増）

全 社 （ 共 通 ） 46 （6） 2名増 （1名増）

合 計 920 （2,495） 83名増 （232名増）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

33（6）名 1名減（1名増） 39歳7ヶ月 5年2ヶ月

(7) 使用人の状況（2023年５月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ
への出向者を含む。）であり、臨時雇用者（契約社員、パートタイマー）は（　）内に年間の平均人
員を外数で記載しております。

２. 「全社（共通）」には、当社グループ全体に係る事業開発、管理、企画等の業務を行う使用人数を記
載しております。

② 当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、
臨時雇用者（契約社員、パートタイマー）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２. 平均勤続年数は当社グループでの勤続年数の平均値を記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 414,548

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 230,455

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 191,093

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 148,820

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 146,912

株 式 会 社 り そ な 銀 行 69,444

合 計 1,201,272

(8) 主要な借入先の状況（2023年５月31日現在）
（単位：千円）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 若　濵　　　　久
株式会社セリオ　　代表取締役社長
株式会社セリオガーデン　　代表取締役社長

取 締 役 中　村　　明　裕 株式会社セリオ　　取締役保育事業部長

取 締 役 海　老　　雅　和 株式会社セリオ　　取締役放課後事業部長

取 締 役 後　谷　　耕　司 管理本部長兼経理部長

取 締 役 古　谷　　礼　理
古谷公認会計士事務所　　所長
株式会社総医研ホールディングス　　社外監査役
株式会社クオルテック　　社外監査役

取 締 役
（監査等委員・常勤）

藤　原　　齋　光 株式会社セリオ　　常勤監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

麻　田　　祐　司

株式会社ブレインアシスト　　代表取締役社長

株式会社ウイルテック　　取締役監査等委員

　　　　　　　　　　　　　　（社外取締役）

株式会社 ｉ－ｐｌｕｇ　　社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

佐　藤　　竜　一
プロシード法律事務所　　代表弁護士
株式会社ミレニアムダイニング　　社外取締役

２．会社の現況

(1) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年５月31日現在）

（注）１. 取締役古谷　礼理氏、取締役（監査等委員）麻田　祐司氏及び佐藤　竜一氏は、社外取締役でありま

す。

なお、上記３氏は東京証券取引所に独立役員として届出済みであります。

２．取締役古谷　礼理氏は、大手証券会社での経験や公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有するものであります。

３. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び

重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするた

め、藤原　齋光氏を常勤の監査等委員に選定しております。

４. 取締役（監査等委員）麻田　祐司氏は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。また、取締役（監査等委員）佐藤　竜一氏は弁護

士の資格を有していることから、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
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② 責任限定契約の内容の概要

　 当社は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任を限定する旨の契約を取締役

（業務執行取締役等である者を除く）と締結することができる旨を定款に定めております。当社と社外

取締役麻田　祐司氏、佐藤　竜一氏及び古谷　礼理氏は職務の遂行に当たり、期待される役割を十分に

発揮することを目的として、当該契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同

法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該

社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当

該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損

害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、

被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免

責事由があります。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社の子会社の取締役、監査

役であり、全ての被保険者について、その保険料の全額を当社が負担しております。

④ 取締役の報酬等

　イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　　 　当社は、2021年７月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

を決議しております。

　　　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及

び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿う

ものであると判断しております。当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、代表取締役社長の

若濵　久が委任を受け、決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制

限付株式報酬の額であり、委任した理由は、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適している

と判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会がその妥当性等に

ついて確認しております。

　　　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

　　ａ．基本報酬に関する方針

　　　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の報酬額については、会社の規模、業績を

考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとして

の株式報酬により構成するものとする。また、社外取締役及び監査等委員の報酬は経営の監督機能を

十分に機能させるため、基本報酬のみで構成するものとする。
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　　ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模、

業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとする。

　　ｃ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

　　　当社は、業績連動報酬は採用せず、中長期的インセンティブとしての報酬として非金銭報酬等は、譲

渡制限付株式報酬制度とする。その内容は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制

限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締

役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受

けるものとする。また、譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限

付株式の割当を受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものと

する。

　　　㋑　譲渡制限期間

　　　　　対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間（以下「譲渡制限期間」とい

う。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）につい

て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

　　　㋺　退任又は退職時の取扱い

　　　　　対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が

予め定めた地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の

正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

　　　㋩　譲渡制限の解除

　　　　　上記㋑の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社

子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定めた地位にあったことを条件として、本割当

株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対

象取締役が、上記㋺に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する

前に上記㋺に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲

渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定め

に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を

当然に無償で取得する。

　　　㋥　組織再編等における取扱い

　　　　　上記㋑の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社

が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主

総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当

社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から

当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組

織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制

限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得

する。
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区 分
報酬等
の総額

報酬等の種類別の総額

員数
基本報酬 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（う　ち　社　外　取　締　役）

49,644千円
（5,400千円）

49,644千円
（5,400千円）

－　千円
(－)

5名
（1名）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

17,521
(9,600)

17,521
(9,600)

－
3

（2）

合 計
（う　ち　社　外　役　員）

67,165
(15,000)

67,165
(15,000)

－
(－)

8
（3）

　　ｄ．金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　　　中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及

び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、最も適切な支給割合となることを方針とする。

　　ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　　　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受

けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、及び譲渡制限付株式報酬の額とする。

ロ.当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役の報酬には使用人分給与は含んでおりません。

２．取締役の報酬限度額は、2017年５月26日開催の臨時株主総会において取締役（監査等委員を除く）

の報酬等の総額は「年額100百万円以内」、また、取締役（監査等委員）の報酬等の総額は「年額30

百万円以内」と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時の取締役(監査等委員を除く)の員

数は５名(うち、社外取締役は０名)、監査等委員である取締役の員数は３名(うち、社外取締役は２

名)であります。

３．2021年８月27日開催の第５回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入に基づき、譲

渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取

締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、上記２．の取締役の報酬限度額とは別枠で年額

30百万円以内を支給することについて決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役

の員数は４名であります。

ハ.当事業年度において支払った役員退職慰労金

　 該当事項はありません。

ニ.社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額

　 該当事項はありません。
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区 分 氏 名 兼　職　先 兼職内容 当該兼職先との関係

取締役 古 谷 礼 理

古谷公認会計士事務所 所長
当社と兼職先の間には
重要な取引その他の関
係はありません。

株式会社総医研ホールディングス 社外監査役

株式会社クオルテック 社外監査役

取締役
（監査等委員）

麻 田 祐 司

株式会社ブレインアシスト 代表取締役社長
当社と兼職先の間には
重要な取引その他の関
係はありません。

株式会社ウイルテック
取締役監査等委員
（社外取締役）

株式会社ｉ－ｐｌｕｇ 社外取締役

取締役
（監査等委員）

佐 藤 竜 一
プロシード法律事務所 代表弁護士 当社と兼職先の間には

重要な取引その他の関
係はありません。株式会社ミレニアムダイニング 社外取締役

⑤ 社外役員に関する事項

ａ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観

的かつ適切な監査又は監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがない

ことを基本的な考え方としております。
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氏 名
出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 古 谷 礼 理

当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席いたしました。また、出

席した取締役会において、公認会計士としての専門的見地から適宜発言を

行うほか、定期的に全取締役及び主要な役職員と面談し、これらの場にお

いても、公認会計士としての幅広い見識に基づき、有用な助言、必要な発

言を積極的に行うなど、意思決定のみならず幅広い妥当性・適正性を確保

するため、適切な役割を果たしております。

取締役

（監査等委員）
麻 田 祐 司

当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席いたしました。また、当

事業年度に開催された監査等委員会13回全てに出席いたしました。出席し

た取締役会及び監査等委員会において、主に財務・会計等に関し、公認会

計士としての専門的見地から適宜発言を行うほか、取締役や主要な役職員

と面談し、これらの場において、上場企業の取締役等を歴任した経験や公

認会計士としての幅広い見識に基づき、当社の経営に対する有用な助言、

必要な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するた

めの適切な役割を果たしております。

取締役

（監査等委員）
佐 藤 竜 一

当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席いたしました。また、当

事業年度に開催された監査等委員会13回全てに出席いたしました。出席し

た取締役会及び監査等委員会において、主に法律面から特にコンプライア

ンス等の当社経営に関し、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行う

ほか、取締役や主要な役職員と面談し、弁護士としての幅広い見識に基づ

き、当社の経営に対する有用な助言、必要な発言を積極的に行うなど、意

思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま

す。

ｂ. 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23,000千円

(2) 会計監査人の状況

① 名称　　　　有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監

査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠

などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同

意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、

会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④ 責任限定契約に関する事項

　当社は、定款に「会計監査人」と会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の

責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規

定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では責

任限定契約を締結しておりません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

施 設 利 用 料

ソ フ ト ウ エ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

建 設 協 力 金

そ の 他
　

2,752,584

1,900,466

592,509

110,350

112,924

12,145

25,304

△1,116

2,250,253

1,635,938

1,363,010

85,330

161,735

1,876

23,987

18,545

12,837

4,033

792

882

595,768

30,000

235,194

58,126

64,486

37,036

114,005

56,920
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 1,453,715

買 掛 金 13,355

1年内返済予定の長期借入金 114,222

リ ー ス 債 務 1,739

未 払 金 139,762

設 備 投 資 未 払 金 9,502

未 払 費 用 783,048

未 払 法 人 税 等 37,891

未 払 消 費 税 等 25,414

契 約 負 債 153,983

預 り 金 174,795

固 定 負 債 1,394,525

長 期 借 入 金 1,087,050

リ ー ス 債 務 1,179

資 産 除 去 債 務 306,295

負 債 合 計 2,848,240

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,154,597

資 本 金 693,263

資 本 剰 余 金 671,753

利 益 剰 余 金 796,352

自 己 株 式 △6,772

純 資 産 合 計 2,154,597

資 産 合 計 5,002,837 負 債 純 資 産 合 計 5,002,837

連 結 貸 借 対 照 表

（2023年５月31日現在）
（単位：千円）
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( 2022年６月１日から
2023年５月31日まで )

科 目 金 額

売 上 高 9,792,182

売 上 原 価 8,090,987

売 上 総 利 益 1,701,195

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,496,580

営 業 利 益 204,615

営 業 外 収 益

助 成 金 収 入 27,060

補 助 金 収 入 14,006

雑 収 入 2,635

そ の 他 42 43,745

営 業 外 費 用

支 払 手 数 料 23,175

支 払 利 息 8,791

和 解 金 4,497

雑 損 失 1,637 38,100

経 常 利 益 210,260

特 別 利 益

補 助 金 収 入 478,281 478,281

特 別 損 失

固 定 資 産 圧 縮 損 478,281

固 定 資 産 除 却 損 1,067 479,349

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 209,192

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 83,338

法 人 税 等 調 整 額 △10,796 72,541

当 期 純 利 益 136,651

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 136,651

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

未 収 入 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

差 入 保 証 金

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産
　

1,055,391

977,364

51,179

11,539

12,756

2,550

927,946

3,489

2,627

861

363

363

924,093

144

179,600

735,000

2,532

6,816
　

流 動 負 債 123,464

未 払 金 40,623

未 払 費 用 26,836

未 払 法 人 税 等 36,507

未 払 消 費 税 等 10,223

預 り 金 9,274

負 債 合 計 123,464

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,859,872

資 本 金 693,263

資 本 剰 余 金 841,353

資 本 準 備 金 841,033

そ の 他 資 本 剰 余 金 320

利 益 剰 余 金 332,028

そ の 他 利 益 剰 余 金 332,028

繰 越 利 益 剰 余 金 332,028

自 己 株 式 △6,772

純 資 産 合 計 1,859,872

資 産 合 計 1,983,337 負 債 純 資 産 合 計 1,983,337

貸　借　対　照　表

（2023年５月31日現在）
（単位：千円）

－ 26 －



( 2022年６月１日から
2023年５月31日まで )

科 目 金 額

売 上 高 516,218

売 上 総 利 益 516,218

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 317,542

営 業 利 益 198,676

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,646

助 成 金 収 入 715

雑 収 入 119 7,480

営 業 外 費 用

支 払 手 数 料 23,175

雑 損 失 1,310 24,485

経 常 利 益 181,671

税 引 前 当 期 純 利 益 181,671

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 61,595

法 人 税 等 調 整 額 △1,226 60,368

当 期 純 利 益 121,302

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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独立監査人の監査報告書

2023年７月14日

株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中 島 久 木

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 塚 本 　 健

　

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＳＥＲＩＯホールディングスの2022年６

月１日から2023年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る

期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監

査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお

ける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか

検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注

意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又

は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ

ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
　た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
　基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
　は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
　統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
　の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
　査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
　性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
　査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
　算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
　れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
　況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
　拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
　連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
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　監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
　監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた

めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上

－ 30 －



独立監査人の監査報告書

2023年７月14日

株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中 島 久 木

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 塚 本 　 健

　

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＳＥＲＩＯホールディングスの

2022年６月１日から2023年５月31日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について

監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお

ける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す

計算書類に係る会計監査報告
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ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を

払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判

断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
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　ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
　等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた

めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年６月１日から2023年５月31日までの第７期事業年度における取締役

の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま

す。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役

及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を

求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、電話回線又はインターネット等を

経由した手段を活用しながら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締

役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま

した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年

10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人有限責任あずさ監査法人

と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

　ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

　認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該

　内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

　摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年７月18日

株式会社SERIOホールディングス　監査等委員会

常勤監査等委員 藤 原 　 齋 光

監 査 等 委 員 麻 田 　 祐 司

監 査 等 委 員 佐 藤 　 竜 一
　

（注）監査等委員 麻田祐司及び佐藤竜一は、会社
法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本と

しながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり１株につき７円00銭の期末配当をいたしたい

と存じます。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

　金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金７円00銭といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は44,229,227円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　2023年８月29日といたしたいと存じます。
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候補者
番号

ふ　　 り　　 が　　 な

氏　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

わか

若

 

　
はま

濵

 

　

 

　

 

　

 

　
ひさし

久

(1967年７月20日)

1988年８月 松江松下電器株式会社（現 パナソニックイン

ダストリー株式会社）入社

1992年４月 株式会社アクティス入社

1998年７月 株式会社ジオン　代表取締役就任

2005年３月 株式会社クリスタルリレーションズ

　代表取締役就任

2005年６月 株式会社セリオ設立

　代表取締役社長就任（現任）

2015年５月 株式会社クオーレ（現　株式会社セリオガーデ

ン）設立

　代表取締役社長就任（現任）

2016年６月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）

2,315,490株

２

なか

中

 

　
むら

村

 

　

 

　
あき

明

 

　
ひろ

裕

(1973年３月21日)

1996年４月 セキスイツーユーホーム大阪株式会社

（現 セキスイハイム近畿株式会社）入社

1999年２月 株式会社ジオン入社

2004年３月 フォーレスト株式会社入社

2006年９月 株式会社セリオ入社

2010年１月 同社　東京支店　支店長就任

2010年７月 同社　取締役就任

2013年１月 同社　取締役ＯＳ（現 sacaso)事業部長就任

2016年６月 当社　取締役就任（現任）

2022年２月 株式会社セリオ　取締役保育事業部長就任　

（現任）

161,771株

３

え

海

 

　
び

老

 

　

 

　
まさ

雅

 

　
かず

和

(1966年５月19日)

1989年４月 神栄石野証券株式会社入社

1997年２月 株式会社ジオン入社

2003年１月 株式会社クリエイティブ入社

2005年９月 株式会社セリオ入社

2017年３月 同社　放課後事業部　東日本統括部長就任

2018年８月 同社　取締役放課後事業部長就任（現任）

　　　　　　当社　取締役就任（現任）

128,925株

第２号議案 取締役（監査等委員を除く）５名選任の件
取締役（監査等委員を除く。以下「監査等委員以外の取締役」という。）全員（５名）は、本総会

終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員以外の取締役５名の選任をお願い
いたしたいと存じます。
なお、本議案に関しては監査等委員会から、全ての監査等委員以外の取締役候補者について適任で

ある旨の意見を得ております。
監査等委員以外の取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番号

ふ　　 り　　 が　　 な

氏　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

ごう

後

 

　
たに

谷

 

　

 

　
こう

耕

 

　
じ

司

(1968年７月４日)

1989年４月 株式会社インターナショナルツアーズ

（現 株式会社エイチ・アイ・エス）入社

2010年３月 ハウステンボス株式会社出向　常勤監査役就

任

2011年１月 ＨＴＢクルーズ株式会社　監査役就任

2012年６月 ハウステンボス熱供給株式会社

　社外取締役就任

2013年12月　株式会社ウォーターマークホテル長崎

　　　　　　　監査役就任

2016年２月 スキューズ株式会社（現 IDECファクトリーソ

リューションズ株式会社）入社

2017年６月 第二電力株式会社入社

2019年２月 当社入社

2019年６月 当社　管理本部長兼人事総務部長就任

2019年８月 当社　取締役管理本部長兼人事総務部長就任

2022年６月　当社　取締役管理本部長兼経理部長就任

　　　　　　（現任）

2,295株

５

ふる

古
 

　
たに

谷
 

　
 

　
れい

礼
 

　
り

理

(1969年８月８日)

1992年４月 野村證券株式会社入社

1996年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査

法人）入社

1999年４月 公認会計士登録

2004年４月 野村證券株式会社入社

2020年５月 古谷公認会計士事務所設立　同事務所長就任

（現任）

2020年６月 当社　顧問就任

2020年８月 当社　社外取締役就任（現任）

2020年９月 株式会社総医研ホールディングス　社外監査

役就任（現任）

2022年４月 株式会社クオルテック　社外監査役就任

　　　　　　（現任）

1,486株

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．古谷　礼理氏は、社外取締役候補者であります。

　　　３．古谷　礼理氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士の有資格者であり、証券会社の公開引受

－ 38 －



部で長年、株式公開指導を行ってきた経験を基に、専門的知見をもって取締役会の 監督機能強化、

経営に対する監視、業務執行の適正性の保持及び当社事業の推進に寄与すると期待したためでありま

す。また、当社の従業員の7割超が女性であり、ダイバーシティ・マネジメントの強化も期待できる

と判断し、社外取締役候補者といたしました。

　　　４．古谷　礼理氏は、現在当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総

会終結の時をもって３年となります。

　　　５．当社は、古谷　礼理氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425

条第１項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契

約を継続する予定であります。

　　　６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当社取締役を含む被保険者の法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約によって填補す

ることとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因す

る損害等を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となり

ます。

　　　７．当社は、古谷　礼理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再

任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

　　　８. 各候補者が所有する当社株式の数は、2023年５月31日現在の株式数であり、役員持株会名義で所有す

る持分株数を含めております。

以　上
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会場：大阪市北区堂島一丁目５番17号

堂島グランドビル８階　当社大会議室
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交通　JR「大阪駅」（徒歩約10分）

JR東西線「北新地駅」（徒歩約５分）

阪神「大阪梅田駅」（徒歩約10分）

地下鉄四つ橋線「西梅田駅」（徒歩約５分）

京阪中之島線「渡辺橋駅」（徒歩約５分）


